
 

平成 28年９月 23日 

統計委員会横断的課題検討部会 

 

第２回 横断的課題検討部会 

統計委員会運営規則第６条第２項に基づく書面による議事結果 

 

横断的課題検討部会（以下、「本部会」という。）において「統計の精度向上及び推計方

法改善ワーキンググループの設置について（案）」を部会決定することについて、統計委員

会運営規則第６条第２項に基づき、書面による議事を行ったところ、全ての委員より異存

はない旨回答を得たため、その旨、本部会としての議決に代えることとした。 

 

以上 


